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令和3年10月30日（土）10時から、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止対策を取りながら、第23回造

幣局南地区まちづくり協議会を開催しました。

当日は、41名（オンライン参加含む）の方に参加

していただき、まちづくり基本計画の詳細検討、権利

変換モデルの考え方等について検討をいたしました。

令和3年
12月発行
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役員の任期満了に伴い、次期（令和3年4月1日～令和5年3月31日）役員に係る

選任を行いました。

第22回協議会において策定した「まちづくり基本計画」に基づいた詳細検討を行

い、エリアの配置案や個別利用区に権利変換ができる前提条件等について意見交

換しました。

なお、今回事務局がお示しした配置案は、今後予定する権利変換モデルのご説明

に向けたたたき台として作成いたしました。本案が最終案ということではなく、

権利者の皆様の生活再建など、個別の御意向を確認しながら、より良いものにブ

ラッシュアップしていく上でのたたき台となります。

今後進める権利変換モデルの権利者個別説明に向けて、どのような考え方で権利

変換モデルを提示するのか、事務局よりご説明しました。ただし、現段階で提示

する権利変換モデルはあくまで目安であることをご承知おきください。

主な内容

• 役員の改選について

• まちづくり基本計画の詳細検討について

• 権利変換モデルの考え方について

• 今後の進め方について（スケジュール案）

• 意見交換

協議会の様子

次期役員の選任

まちづくり基本計画の詳細検討

権利変換モデルの考え方の提示



事前送付でいただいた主なご意見・ご質問
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当日の主なご意見・ご質問

今後の進め方について、様々なご意見をいただきました。主なご意見・ご質問と事務

局からの回答をご紹介します。

協議会に出席できない方からも幅広くご意見をお聞きするため、事前にご意見・ご質

問をご提出いただきました。事務局からの回答を紹介します。

※ 次期役員候補者については、当日の協議会の場において賛成多数にてご承認いただき、候補者全12名を役員

として選任いたしました。

まちづくり協議会自体が任意の協議会という形式であり、会則に議決等に
関する事項は定められてません。資料2に記載の役員は「候補者」という
ことで、今回の協議会で選任することを案として付議したものです。

役員の改選について

今回の協議会で承認を得て役員を決定するということであると思うが、
役員候補者の承認行為に規定数等の定めはないのか？
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個別説明では、どのような不利益があるかという点も含め説明を
行っていきたいと考えています。あわせて、皆様の個別のご意向や
ご意見についても伺い、今後の進め方を検討していきたいと考えて
います。

個別説明における内容について

各権利者が自分自身が被りうる不利益を認識した上で、事業化へ
の賛否を示すのが順当な進め方である。事務局側はこうした不利
益についても包み隠さず権利者に提示すべき。

市街地再開発事業は一定程度の高度利用を実現することを理念とし
た事業であることから、高度利用された建物をつくることを前提に
組み立てられています。
一方、防災街区整備事業は、元々密集市街地の改善を図るため、共
同化を機動的に行うことを目的とした事業であるため、必ずしも高
度利用しなければならないという法律上の定めはありません。

事業手法について

市街地再開発事業と防災街区整備事業の手法が比較されているが、
個別利用区の取得要件以外での事業手法の違いはあるか？

生活再建ということが、建物の再建だけによるものではないという
ことは認識しております。まずは個別説明の際に、あわせて皆様の
ご意向やご意見を伺いながら、個別利用区の設定や周辺への代替地
提供なども含め、検討を深めていきたいと考えております。

生活再建案の提示について

近隣に住む方を対象として商売をしている権利者にとっては、
「生活」の中に仕事も含まれる。生活再建案の提示にあたっては、
建物の再建案だけではなく、広義の「生活再建」の在り方を検討
してほしい。

まちづくりの空間イメージについて

次回の協議会において、まちづくりの空間イメージを提示する予
定となっているが、どのようなまちのイメージになるかというこ
とは、生活の再建・維持という観点からも、さまざまな仮定のな
かで複数案を示してほしい。

まちづくりの空間イメージは次回協議会にて、幅広い観点から検討
できるようご提示させていただきたいと考えております。皆様のご
意見を伺い、内容をブラッシュアップさせていくことになります。



《ホームページ》豊島区ホームページ＞トップページ＞キーワードで探す＞ 造幣局南 で検索
（「まちづくり懇談会だよりNo.1～10」・「まちづくり協議会だよりNo.1～6」を過年度に発行しています）

（事務局） 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 （03-3981-0489）

次回のまちづくり協議会について

次回のまちづくり協議会は、令和4年1月の開催を予定しております。開催
日時等の詳細が決まり次第、別途お知らせいたします。

＜主な内容（予定）＞

●権利変換モデルの考え方（詳細）について
●施設計画イメージ

・建物・用途別床ボリューム
・空間イメージの提示

●「まちづくり基本計画拡充版」（案）
●権利者個別説明報告

「まちづくり基本計画」の詳細検討
権利変換モデルの考え方について

●権利変換モデルの考え方（詳細）について
●施設計画イメージ

第24回協議会
< 令和4年1月>

(予定)

< 令和3年10月 >

個別説明
< 令和4年2月～3月>

(予定)

現在はこちら
の段階です

権利変換モデルの説明
（権利者の皆様への個別説明）

協議会では令和3年度から令和4年度に、下記の進め方で行うことを予定してい

ます。

今後の進め方について

第25回協議会
< 令和4年夏>

(予定)

（事務局支援） 独立行政法人都市再生機構 事業推進部 事業推進第1課
齋藤（03-5323-0879）・佐竹（03-5323-0735）
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●「まちづくり基本計画拡充版」策定
第26回協議会

< 令和4年秋>
(予定)


